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給水に関する事前協議の取扱について 

 

Ⅰ．事前協議 

１．事前協議の対象となる事業 

① 給水管の増径又は給水装置のみの新設にあっては，その計画一日最大給水量が 13.2 立方

メートル以上のもの 

② 敷地面積が 500 平方メートル以上の土地を造成し，新たに水道本管を整備するもの 

③ その他八千代市事業管理者（以下「管理者」という。）が特に必要と認めるもの 

２．事前協議の申請は，『給水に関する事前協議申請書』の提出により行う。 

３．事前協議は，次の事項について行い協議を締結する。 

① 水道施設の整備に関すること 

② 水道施設の帰属に関すること 

③ 水道施設整備費の納入及びその他費用負担に関すること 

④ その他管理者が必要と認めること 

 

Ⅱ．水道施設の計画及び整備 

１．水道施設の取扱い 

① 開発事業区域内における水道施設の新設及び当該事業の実施に伴い必要となる既存施設

の改良等の計画は，上下水道局において行い，事業者は，その計画に基づき自己の費用負

担により設計し施工するものとする。 

ただし，管理者が必要と認めるときは，事業者の費用負担により上下水道局において設

計し施工するものとする。 

② 設計審査は，『配水管布設工事等設計審査申請書』及び関係図書の提出により行う。 

③ 材料検査は，『配水管布設工事等材料検査申請書』により行う。 

工事検査は，工事が完成したとき，『配水管布設工事等完了届』及び関係図書の提出により

行う。 

２．メータ等の取扱い 

① 貯水槽を設置する建築物の場合において，貯水槽以下の給水対象が住宅の用途及び住宅

以外の用途の併設となる場合にあっては，それぞれ個別にメータを取付け，個々に給水契

約を行い，八千代市水道事業給水条例第 31 条の規定により，取付けメータの口径及び個

数分の給水申込納付金を納付するものとする。 

なお，貯水槽給水への親メータ及び貯水槽以下の個別メータは，事業者の費用負担によ

り購入し，これを取付け，『メータ寄附申請書』の提出により上下水道局に寄附するものと

する。 

 

Ⅲ．水道施設整備費 

１．八千代市水道事業給水条例第 32 条の規定により，次表に定めるところにより水道施設整

備費を納付するものとする。 
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２．水道施設整備費算出方法一覧表 

種  別  規  模 算   式 備   考 

１ 

戸建住宅 （戸数-10）×300,000 円 11 戸以上必要 

集合住宅 

50 ㎡以上 （戸数-10）×300,000 円 11 戸以上必要 

25 ㎡～50 ㎡未満 （換算戸数-10）×300,000 円 17 戸以上必要 

25 ㎡未満 （換算戸数-10）×300,000 円 33 戸以上必要 

集合住宅アパート 

（浴室の無い共同住宅） 
（換算戸数-10）×300,000 円 66 戸以上必要 

２ 
寄宿舎・社宅寮等 

（食堂・浴室等が共有） 
（換算戸数-10）×300,000 円 

３ 
上記以外の場合 

（店舗・事務所・工場等） 
（換算戸数-10）×300,000 円 

４ 
１～３に該当するものが併せて行われる場合は，それぞれ該当する方法により算定した額

の合計額 

換算戸数の計算式 （一日最大使用水量ℓ÷1,200ℓ／戸） 

※上記の計算額に消費税を加えた額とする。 

【１戸当り一日最大使用水量基準】 

戸建住宅及び集合住宅（50 ㎡以上）  400ℓ/人/日×３人＝1,200ℓ 

集合住宅（25 ㎡～50 ㎡未満）  400ℓ/人/日×２人＝ 800ℓ 

集合住宅（25 ㎡未満）   400ℓ/人/日×１人＝ 400ℓ 

集合住宅アパート（浴室のない共同住宅） 200ℓ/人/日×１人＝ 200ℓ 

寄宿舎・寮（食堂・浴室等が共有）  1 部屋の床面積 1㎡当り 24ℓ 

業態別一日最大使用水量   業態別使用水量基準による 

※水道施設整備費は，給水装置工事の申込の際又は，配水管布設工事の施行前に徴収する。 

 

Ⅳ．その他の費用 

１．手数料 

八千代市水道事業給水条例第３０条の規定により，設計審査，工事の検査に係るメータ

取付け個数分の手数料 

２．事務費 

事業者負担する施設建設費の５パーセントに相当する額（配水管布設工事等） 

３．配水管洗浄費 

開発事業の施工に伴い，新たに布設した配水管の洗浄に要する費用（洗浄の対象となる

配水管の容積に工事及び臨時用に係る従量料金を乗じて得た額）とする。 

 

Ⅴ．完成後の取扱い 

１．事前協議の際，管理者が指定した水道施設等（配水管・採納メータ等）については，事

業完成後に八千代市へ帰属する。 

２．水道施設等の移管手続きは，事業完了後速やかにこれを行う。 
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開発行為等に係る給水に関する事前協議フロー図

事 業 者 宅地開発指導室 上下水道局

開発申請 開発受付

給水に関する
事前協議申請

給水に関する
事前協議受付

審 査

協議書作成

協議締結協議締結

水道施設整備費
納付書の発行

処理期間としては，2週
間～6週間程度（配水管
布設を伴う場合）を目安
としてください。

水道施設整
備費の納入

給水装置工事
申込依頼

指定工事店

給水装置工事
申込手続き

給水装置工事
申込受付

設計審査

工事着手承認

しゅん工検査
及びﾒｰﾀ出庫

完 成 工事完了

しゅん工検査
及びﾒｰﾀ取付

工事施工

協議書受領 『八千代市水道給水に関する
協議書』2部

協議書へ記名捺印後，再度
上下水道局へ提出

事業管理者印押印後，１部

給水に関する事前協議申請書提出
【配水管布設有り 2部・無し 1部】

都計法32条

水道施設整備費
納付書の受領

開発許可書（都計法29条）の写し
を提出（開発行為以外は建築確
認の写し）

給水申込納付給水申込納付
納 入

処理期間としては，1週
間～10日程度を目安と
してください。

事前協議申出書

指摘事項の回答

申込
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【給水申込納付金】 

給水申込納付金は，水道を新しく引かれる場合に，給水条例の規定に基づいて，給水申込の際

に工事費とは別に上下水道局へ納入していただくもので，取付けられるメータの口径に応じて金

額が定められています。 

≪給水申込納付金一覧≫    令和元年１０月１日より 

メータの口径 納付金の額（消費税含む） 

１３ミリメートル １１０，０００円 

２０ミリメートル ２６０，７００円 

２５ミリメートル ４０７，０００円 

３０ミリメートル ７３７，０００円 

４０ミリメートル １，３２０，０００円 

５０ミリメートル １，９８０，０００円 

７５ミリメートル ４，６２０，０００円 

１００ミリメートル ７，８１０，０００円 

１５０ミリメートル １７，６００，０００円 

※ 水道事業は，皆様にご使用いただいた水道の使用量を基に徴収した水道料金で運営してお

りますが，より「安全で良質な水」を供給するため，浄水施設の改善及び水道本管の布設替

え等設備投資は不可決であります。 

これらの工事には，多くの費用がかかり，この費用を水道料金に転嫁して料金改定します

と，従来からのお客様が新しいお客様のための費用まで負担することになりますので，新旧

需要者間の負担の公平を図る措置として，これらの費用の一部を「給水申込納付金」として

負担していただいております。 

【手数料】                   平成２９年４月１日より 

手数料の種別 手数料の額 

設計審査手数料 新設・その他の工事１件につき ２，０００円 

しゅん工検査手数料 しゅん工検査１件１回につき  ４，０００円 

【水道料金一覧表】               令和元年１０月１日より 

基本料金（１ヶ月につき）単位：円     従量料金（１ヶ月につき）単位：円 

メータ口径 料  金  使 用 水 量 １㎥当り 

１３㎜ ６００  １㎥から１０㎥ ６０ 

２０㎜ １，2２０  １１㎥から２０㎥ １００ 

２５㎜ １，８１０  ２１㎥から３０㎥ １５５ 

３０㎜ ２，８３０  ３１㎥から５０㎥ ２４０ 

４０㎜ ４，８３０  ５１㎥から１００㎥ ２９０ 

５０㎜ １０，１５０  １０１㎥以上 ３３０ 

７５㎜ １９，７９０  浴場営業用１㎥につき ４０ 

１００㎜ ３３，２７０  共用１㎥につき ４０ 

１５０㎜ ７７，５３０  工事・臨時用１㎥につき ３５０ 

（消費税含まず）              （消費税含まず） 


